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金融トラブル連絡調整協議会参加団体等による裁判外紛争処理

制度の改善のための取組みについて 

 

団体等名 社団法人 不動産証券化協会 

決定時期 平成１５年２月 

取組みの概要 ①規則・細則の改定 
 金融トラブル連絡調整協議会による「金融分野の業界団体・自主
規制機関における苦情・紛争解決支援モデル」に基づき、平成１４
年９月末の自己評価結果を踏まえて検討を行い、機関決定を経て「苦
情の受付と解決支援に関する規則」及び「同細則」を改定した。 
 なお、同規則・細則については本協会ホームページに公表済。 
 
②東京弁護士会他との協定締結 
 東京弁護士会他二弁護士会と「仲裁センター」利用に関して協定
を締結。 

実施予定時期 平成１５年２月 

備考  
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金融トラブル連絡調整協議会参加団体等による裁判外紛争処理制度の 

改善のための取組について 

 

団体等名 全国銀行協会 
 

実施時期 (1) 平成 15 年 3月 10 日～16 日 
(2) 平成 15 年 3月 18 日 
(3) 平成 15 年 3月 28 日 
 

取組みの概要 (1) Web における銀行よろず相談所のバナー広告の実施 
○ 3月 10 日から 1週間にわたり、検索サイト「Yahoo!」の
トップページにバナー広告を掲出して銀行よろず相談所の
周知を図るとともに、全銀協ホームページへの誘導を行っ
た。 

 
(2) 全銀協「苦情の受付と解決促進に関する規則」ならびに

施行細則の改正 
○ 3月18日に開催した全銀協理事会において標記規則の改
正を決定し、4 月 1 日から実施した。なお、主な改正内容
は以下のとおり。 
①相談所の責務等(3条) 
消費者への周知、関係機関との連携および人材育成に係

る努力義務ならびに担当者の守秘義務を規定。 
②苦情の定義および苦情申出人の範囲(4条、5条) 
苦情の定義ならびに苦情申出人およびその代理人の範囲

を規定。 
③苦情の再発防止(7条、10条) 
会員銀行および全銀協の苦情再発防止に係る努力義務を

規定。 
④弁護士会仲裁センター利用時の会員銀行の努力義務(9
条) 
会員銀行が仲裁センターを利用した場合の資料提出およ

び調停案尊重に係る努力義務を規定(ただし、正当な理由が
ある場合を除く)。 

 
(3) 銀行よろず相談所運営懇談会(第 5 回)の開催 
○ 本懇談会は、全銀協の「苦情の受付と解決促進に関する
規則」に基づき銀行よろず相談所の運営に関して、外部有
識者（メンバーは別添。なお、今回一部委員の改選を行っ
た。）から意見を聴取し、運営の改善に役立てることを目的
として開催するものであり、3月 28 日に第 5 回会合を開催
した。 

 



３ 

○ 懇談会前半では、昨年 8 月の第 4 回会合以降の銀行よろ
ず相談所の運営等に関する取組み（①「苦情の受付と解決
促進に関する規則」の改正について、②第 3 回銀行よろず
相談所全国連絡会議の開催について、③相談所周知広告に
ついて）、および最近の相談・苦情の取扱状況を事務局から
報告した。 
 後半は、これをもとに外部有識者との間で意見交換を行
った。 

 
 

実施予定時期 実施済 
 

備考 
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（別 添） 

 

平成 15年 3月現在 

 

「銀行よろず相談所運営懇談会」外部有識者 

 

 

【法律学者】（座長） 

 岩 原 紳 作  東京大学法学部教授 

 

【消費者行政機関代表】 

 唐 沢   靖  国民生活センター相談部調査役 

 

【消費者団体代表】 

 鴨 木 房 子  社団法人全国消費生活相談員協会専務理事 

 

 関 根 啓 子  全国消費者団体連絡会事務局 

 

 原   早 苗  埼玉大学経済学部非常勤講師 

（金融オンブズネット コーディネーター） 

 

【弁護士会仲裁センター代表】 

 西 口   徹  新宿法律事務所弁護士 

 

以  上 
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金融トラブル連絡調整協議会参加団体等による裁判外紛争処理

制度の改善のための取組みについて 

 

団体等名 （社）信託協会 

決定時期  

取組みの概要 ①リーフレット「信託相談所のご案内（弁護士会仲裁センター利用
のご案内）」の作成・配布 

 
 弁護士会仲裁センター利用の際のお客さまの負担費用を明確にし
た。 
 主な配布先は、加盟会社、消費生活センター、各地銀行よろず相
談所、東京３弁護士会仲裁センター等。 
 
 
②小冊子「暮らしと信託」の作成・配布 
 
金融商品販売法の主旨の周知および信託商品等を購入する際に注

意する点について解説を加えた。 
  主な配布先は、加盟会社、消費生活センター等。 

実施予定時期 ①平成１５年１月 
②平成１５年３月 

備考  
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金融トラブル連絡調整協議会参加団体等による裁判外紛争処理

制度の改善のための取組みについて 

 

団体等名 金融庁 

決定時期 平成１５年４月１０日 

取組みの概要 平成１５年４月１０日に開催されたＡＤＲの拡充・活性化関係省
庁等連絡会議において、関係省庁等が横断的・重点的に取り組むべ
きと考えられる施策を取りまとめてた「ＡＤＲの拡充・活性化のた
めの関係機関等の連携強化に関するアクション･プラン」が決定さ
れ、金融庁としても所要の具体的施策（別添）を講じることとした。 

実施予定時期  

備考  
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ＡＤＲの拡充・活性化のための関係機関等の連携強化に関するアクション･プラン 

 

平成１５年４月１０日 

ＡＤＲの拡充・活性化関係省庁等連絡会議 

 

Ｉ はじめに 

１ 本アクション・プランの趣旨 

本アクション・プランは、司法制度改革審議会意見（平成１３年６月１２日）に

おいて、ＡＤＲ（裁判外の紛争解決手段）の拡充・活性化を図るため、関係機関等

の連携を強化すべきであるとされたことを受け、ＡＤＲに関する関係機関等の連携

強化に係る諸方策の推進等を図るため、司法制度改革推進計画（平成１４年３月１

９日閣議決定）に基づいて設置された「ＡＤＲの拡充・活性化関係省庁等連絡会議」

（平成１４年６月１３日設置。以下「連絡会議」という。）において、当面、関係

省庁等が横断的・重点的に取り組むべきと考えられる施策を取りまとめたものであ

る。 

 

２ 関係機関等の連携強化の促進に当たっての基本的考え方 

司法制度改革審議会意見では、ＡＤＲの拡充・活性化を図るための課題として、

「関係機関等の連携強化の促進」と「共通的な制度基盤の整備」の２点が指摘され

ている。 

ＡＤＲの拡充・活性化を通じて、社会全体の紛争解決機能を拡充し、自由で公正

な社会の形成という司法制度改革の基本理念を実現していく上で、２つの課題はい

わば車の両輪であり、いずれが欠けても、ＡＤＲが裁判と並ぶ紛争解決の魅力的な

選択肢として十分にその機能を発揮していくことは望めないものと考えられる。 

他方、我が国の現状をみると、ＡＤＲの現状把握も必ずしも十分に行われている

とはいえず、また、ＡＤＲの拡充・活性化に向けた関係省庁等の連携が十分でなか

った面があることは否めない。 

連絡会議としては、関係省庁等はこのような認識に立って、司法制度改革推進本

部のＡＤＲ検討会におけるＡＤＲに関する総合的な制度基盤の整備についての検

討と並行し、本アクション・プランの趣旨に沿って、関係機関等の連携強化を促進

するための施策に取り組むべきであると考えている。 

 

３ 地方公共団体や民間等における取組 

ＡＤＲの健全な発展を実現していくためには、国、地方公共団体、ＡＤＲ機関、

利用者である国民といった各主体が、相互に連携しつつ、それぞれの立場から適切

別 添 
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な役割を担っていくべきものと考えられるところであり、本アクション・プランに

掲げた施策のいずれをとっても、関係機関等の協力なくしては所期の目的を達しえ

ない。 

すなわち、ＡＤＲに関する関係機関等の連携強化を図るためには、政府が必要な

施策を講じていくことと併せて、地方公共団体や民間機関、弁護士会においても、

ＡＤＲ機関や相談窓口機関を運営する立場として、また、これらの機関の運営を支

援する立場として、必要な措置が講じられていくことが重要である。 

  このため、地方公共団体や民間機関、弁護士会におかれては、これらの趣旨を踏

まえ、積極的な取組が講じられることを期待するとともに、これら各団体・機関と

の連携強化を図っていくこととしたい。 

 

４ 今後の予定 

  ＡＤＲの拡充・活性化に関しては、現在、司法制度改革推進本部のＡＤＲ検討会

において、遅くとも平成１６年３月までに所要の措置を講ずべく、ＡＤＲに関する

総合的な制度基盤の整備についての検討が進んでいるところであり、また、ＡＤＲ

の拡充・活性化に関連して、司法制度改革の一環として、全国のどの街でもあまね

く市民が法的な救済を受けられるようにするための司法ネット（仮称）の整備を目

指して具体的仕組みの検討も進められているところである。 

連絡会議においては、これらの検討状況も踏まえ、今後、アクション・プランの

趣旨に沿って各省庁等が取り組む施策について、その実施状況を適宜に調査し、公

表するとともに、アクション・プランの内容について、必要に応じて見直しを検討

することとする。 

  なお、司法制度改革審議会意見では、関係機関間の連携を促進するための具体的

方策の一つとして、関係諸機関による連絡協議会の体制整備についても指摘されて

いる。 

連絡会議としては、本アクション・プランの趣旨を踏まえて設置されるいくつか

の意見交換の場が発展し、ＡＤＲ機関等のより大きな連絡協議の場である「関係諸

機関等連絡協議会（仮称）」が整備されるきっかけとなることを期待し、必要な支

援を行っていくこととしたい。 
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Ⅱ ＡＤＲの拡充・活性化のための施策 

 

 以下は、関係省庁等において、当面、横断的・重点的に取り組むべきと考えられる

具体的施策について、実施又は検討すべき項目の内容を取りまとめたものであり、各

具体的施策の末尾に括弧書きで掲げているのは、当該施策が実施又は検討されるべき

時期及び当該施策に取り組むことが考えられる関係省庁等である。 

 

 

第１ ＡＤＲに対する国民の理解の促進 

 

【目標】 

社会全体の紛争解決機能の向上においてＡＤＲの果たす役割について、国民の理

解と認識を深める。 

 

【基本的考え方】 

  ＡＤＲの拡充・活性化を図っていくためには、何よりもまず、社会全体の紛争解

決機能の向上においてＡＤＲの果たす役割について国民の理解を得ることが重要

である。 

このため、ＡＤＲに関する広報活動の充実や司法教育との連携を図るなどにより、

ＡＤＲの役割等についての国民の理解と認識を深めることに努める。 

 

【具体的施策】 

 

ア 紛争解決を図る上でのＡＤＲの役割等を分かりやすく説明したパンフレット

を作成し、裁判所、行政型ＡＤＲ機関※や各省庁の各種相談窓口・広報窓口等

に備え置くほか、民間型ＡＤＲ機関※等と連携しつつ、ＡＤＲに関し、国民、

事業者、専門家等の理解を深める広報活動を推進する（速やかに実施）。（司法

制度改革推進本部及び関係府省等） 

 

イ 講演会、シンポジウム、模擬調停等の開催に対する支援等を通じて、ＡＤＲ機

関等と連携しつつ、国民に向けた普及啓発活動を実施する（速やかに実施）。

（関係府省等） 

 

ウ 「法の日」の行事の一環として、ＡＤＲに関する普及啓発活動を展開する（速

やかに実施）。（司法制度改革推進本部、法務省、最高裁判所及び関係府省） 



１０ 

 

エ 司法教育における取組との連携を図りつつ、ＡＤＲに関する国民の理解の促進

を図るための方策を検討し、逐次所要の措置を講ずる（逐次実施）。（関係府省

等）  

 

（※）本アクション・プランでは、「ＡＤＲ機関」を「仲裁、裁定、調停、あっせ

ん等の紛争解決手続を提供する機関」と整理し、各施策を実施していくものと

する。 

 

 

第２ ＡＤＲ機関等へのアクセスの向上 

 

１ 訴訟、ＡＤＲを含む紛争解決手段へのアクセス・ポイントの整備の促進 

 

【目標】 

国民が、適切な紛争解決手段を簡易・迅速に選択できるよう、ＡＤＲ機関等に関

する総合的な情報提供機能を強化する。 

 

(1) ポータル・サイト（インターネット）の機能充実 

 

【基本的考え方】 

国民が適切なＡＤＲ機関等を簡易・迅速に選択できるようにするためには、国民

がインターネットを通じて手軽にＡＤＲ等に関する情報にアクセスできるポータ

ル・サイトが整備されることによって、紛争の態様に応じたきめ細やかな情報提供

サービスを受けられるようにすることが重要である。 

このため、民間機関によるポータル・サイトの作成・運営活動を積極的に支援す

ることとし、これらの活動を充実させるための環境を整備する。 

 

【具体的施策】 

 

ア ポータル・サイトの関係者（ポータル・サイト運営者、ＡＤＲ機関等の利用者、

ＡＤＲ機関等）からなる意見交換の場を設置し、ポータル・サイトの利便性を

高めるための方策等について検討する（平成１５年度早期に意見交換の場を設

置）。（司法制度改革推進本部及び関係府省等） 
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＜意見交換の場における検討項目（例）＞ 

・ ポータル・サイトへの掲載が望まれる情報の内容 

・ 各ＡＤＲ機関等に関する情報がポータル・サイトの運営者に積極的・効

率的に提供される仕組み（提供すべき情報に関する項目リスト・フォー

マットの作成、更新情報の通知方法、ＡＤＲ機関へのインセンティブ方

策等） 

・ ポータル・サイトの運営者に寄せられたＡＤＲ機関に関する評価・苦情

情報の取扱い 等 

 

イ ポータル・サイトの運営者からの要請に応じて迅速にＡＤＲや訴訟に関する情

報を提供できるよう、行政型ＡＤＲ機関（国）、裁判所における情報提供の担

当部署を明らかにする等必要な措置を講ずる（速やかに実施）。（内閣府、総務

省、公害等調整委員会、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土

交通省及び最高裁判所） 

 

ウ 行政型ＡＤＲ機関（地方公共団体）、所管民間型ＡＤＲ機関等に対し、イと同

様に、ポータル・サイトの運営者への適切な情報提供を可能とするために必要

な取組を行うよう要請する（速やかに実施）。（内閣府、金融庁、総務省、公害

等調整委員会、法務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省） 

 

エ ポータル・サイトへのアクセスを容易とするために必要な措置を講じる（例え

ば、各府省等のホームページからポータル・サイトへのリンクを設定する等）

（平成１５年度中に措置）。（関係府省等） 

 

オ 裁判所、行政型ＡＤＲ機関や各省庁の各種相談窓口・広報窓口等において利用

者がポータル・サイトを閲覧できるような方策など、民間型ＡＤＲ機関等と連

携しつつ、ポータル・サイトへのアクセスを容易とするための方策について検

討する（速やかに検討開始）。（関係府省等） 

 

【留意事項】 

現在、民間団体等の作成・運営によるポータル・サイトがいくつか立ち上がりつ

つあることから、本アクション・プランでは、このような民間団体等の活動の充実

に向けた環境整備を進めていくこととするが、ポータル・サイトの整備の方向性と

しては、公的機関が何らかの形でポータル・サイトを作成・運営することも選択肢

としては考えられる。 
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(2) 総合的相談窓口の充実 

 

【基本的考え方】 

国民が適切な紛争解決手段を選択できるようにするためには、紛争解決手段に関

する総合的な案内サービスを提供するアクセス・ポイント（「総合的相談窓口」）が、

可能な限り国民に身近なところに存在することが重要である。 

このため、様々な相談者に対して紛争解決手段に関する幅広い情報提供や他機関

の紹介を行うなど、総合的な案内サービス機能を有している既存の各相談窓口やＡ

ＤＲ機関等について、その本来的な機能を活かしつつ、「総合的相談窓口」として

の機能を充実・強化する。 

 

【具体的施策】 

 

ア 各府省の消費者窓口、国民生活センター等において、その本来的な機能を活か

しつつ、総合的相談窓口としての機能を強化するための具体的な方策を検討し、

所要の措置を講ずる（逐次実施）。（内閣府、農林水産省、経済産業省及び関係

府省） 

 

イ 裁判所において、その中立・公平性を損なわないよう配慮しつつ、裁判所の手

続の相談窓口としての機能を強化するとともに、紛争解決手続に関する情報提

供を行うための具体的な方策を検討し、所要の措置を講ずる（逐次実施）。（最

高裁判所） 

 

ウ 地方公共団体（消費生活センター、県民（市民）相談窓口、警察の相談窓口等）

や弁護士会（仲裁センター、法律相談窓口等）において、その本来的な機能を

活かしつつ、総合的相談窓口としての機能が充実されるよう、これらの団体・

機関との連携強化を図る（速やかに実施）。（司法制度改革推進本部、内閣府、

警察庁及び関係府省） 

 

（注）総合的相談窓口としての機能の強化に関して、国民生活審議会消費者政策

部会においては、国民生活センターや消費生活センターが消費者に対する

総合的な窓口機能を発揮していくことについての検討が進んでいる。 

 

エ 総合的相談窓口における情報提供機能の充実を図るための措置を講ずる。 
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ａ）総合的相談窓口等に備え置くよう、各種ＡＤＲ機関等が一覧で紹介された

リーフレットを作成する（平成１５年度中に作成）。（司法制度改革推進本

部及び関係府省等） 

 

ｂ）総合的相談窓口からの要請に応じて迅速にＡＤＲや訴訟に関する情報を提

供できる方策について検討し、行政型ＡＤＲ機関（国）、裁判所における情

報提供の担当部署を明らかにする等必要な措置を講ずる（速やかに実施）。

（内閣府、総務省、公害等調整委員会、法務省、文部科学省、厚生労働省、

農林水産省、国土交通省及び最高裁判所） 

 

ｃ）行政型ＡＤＲ機関（地方公共団体）、所管民間型ＡＤＲ機関等に対し、ｂ）

と同様に、総合的相談窓口への適切な情報提供を可能とするために必要な

取組を行うよう要請する（速やかに実施）。（内閣府、金融庁、総務省、公

害等調整委員会、法務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土

交通省） 

 

オ 総合的相談窓口からの要請に応じて、当該窓口を紹介するパンフレット等を裁

判所、行政型ＡＤＲ機関や各省庁の各種相談窓口・広報窓口等に備え置くほか、

民間型ＡＤＲ機関等と連携しつつ、総合的相談窓口の知名度の向上を図るため

の施策を推進する（逐次実施）。（関係府省等） 

 

カ ＡＤＲ機関等の協力を得つつ、総合的相談窓口となる各機関の相談担当者や事

務局職員を対象とした、各種ＡＤＲ機関等に関する情報についての研修会を

開催する（平成１５年度中に開催）。（司法制度改革推進本部及び関係府省等） 

 

キ 連絡会議において、総合的相談窓口における相談・情報提供事例等についての

情報交換を実施するための研究会の開催や窓口対応マニュアルの作成等につ

いて引き続き検討する。 

 

【留意事項】 

本アクション・プランでは、総合的な案内サービス機能を有している既存の機関

における相談機能の強化に焦点を当てているが、総合的相談窓口の充実の方策とし

ては、国が新たな機関を整備することも選択肢としては考えられる。 
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(3) 個別ＡＤＲ機関へのアクセス方法の改善 

 

【具体的施策】 

 

ア 行政型ＡＤＲ機関（国）、裁判所へのアクセス向上を図るため、ＩＴの活用に

よる照会・受付機能の充実等について検討する（速やかに検討開始）。（内閣府、

総務省、公害等調整委員会、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、

国土交通省及び最高裁判所） 

 

イ 行政型ＡＤＲ機関（地方公共団体）、所管民間型ＡＤＲ機関等に対し、各々の

機関へのアクセス向上策を検討するよう要請する（速やかに実施）。（内閣府、

金融庁、総務省、公害等調整委員会、法務省、厚生労働省、農林水産省、経済

産業省及び国土交通省） 

 

 ウ ＡＤＲ機関へのアクセス向上を促進するための行政機関等の施設の活用等に

ついて、連絡会議において引き続き検討する。 

 

 

２ 相談機関・ＡＤＲ機関等間の相互紹介の体制整備の促進 

 

【目標】 

相談機関・ＡＤＲ機関等間の相互協力により、紛争当事者が、様々な特長を有す

るＡＤＲ機関の中から、より適切と考えられるものを利用できるようにする。 

 

【基本的考え方】 

国民が適切な紛争解決サービスを受けられるようにするためには、一次的にはど

の相談機関・ＡＤＲ機関等で案件が受け付けられたとしても、より適切なＡＤＲ機

関において紛争解決が図られるように、相談機関・ＡＤＲ機関等間で相互に協力す

ることが望ましい。 

このため、①相談機関で受け付けた案件について、あっせん・調停等が必要とな

った場合に、ＡＤＲ機関へ引き継ぐことや、②ＡＤＲ機関で受け付けた案件が対象

外のものであった場合に、適切な他のＡＤＲ機関へ引き継ぐこと、③案件の性格に

応じて、幅広い分野の紛争を受け付けるＡＤＲ機関から、より専門性の高いＡＤＲ

機関へ引き継ぐこと等を可能とするための実務上の連携システムを整備する。 
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【具体的施策】 

 

ア 事案の引継ぎが一般的に生じ得る相談機関・ＡＤＲ機関等の関係者による意見

交換の場を設置し、事案引継ぎシステムの在り方について検討する。（平成１

５年度早期に意見交換の場を設置）。（司法制度改革推進本部及び関係府省等） 

 

＜意見交換の場における検討項目（例）＞ 

・ 利用者にいわゆる「たらい回し」感を与えないようにするための情報の

引継ぎ方法等（引継ぎ先機関への紹介状、相談メモの作成等） 

・ 利用者の信頼を得つつ事案の引継ぎが行われるための引継ぎ方法等（個

人情報の保護や利用者の意向に配慮した事案の引継ぎ手続・利用者の負

担費用や資料等の取扱いの明確化、引継ぎ後のフォローアップ方法に関

するルール整備等） 

・ 地方に受付窓口のないＡＤＲ機関への事案の引継ぎが円滑に行われるた

めの引継ぎ方法 等 

 

（注）上記の意見交換の場として、既に金融分野においては、裁判外紛争処理制

度の改善のため、消費者行政機関、消費者団体、業界団体・自主規制機関、

弁護士会及び金融関係省庁の担当者による業態の枠を超えた情報・意見交

換を行う任意の自主的な協議会として「金融トラブル連絡調整協議会」が

設置され、これまでに、「金融分野の業界団体・自主規制機関における苦

情・紛争解決支援のモデル（平成１４年４月２５日）」の策定等を行ってい

る。 

 

イ アの検討を踏まえ、モデルとなる事案引継ぎのシステムを幅広いＡＤＲ機関に

紹介する。（関係府省） 

 

 

３ ＡＤＲ機関による利用者に対する情報提供の促進 

 

【目標】 

国民が、様々なＡＤＲ機関の情報を入手し、これらを比較検討することを通じて、

適切な紛争解決手段を主体的に選択できるようにする。 
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(1) 各ＡＤＲ機関による組織・手続・主宰者等に関する情報提供の促進 

 

【基本的考え方】 

国民が適切な紛争解決手段を主体的に選択できるようにするためには、各ＡＤＲ

機関が組織・手続・主宰者等に関する情報を適切に提供することが望ましい。 

このため、各ＡＤＲ機関が、個人情報の保護等に留意しつつ、国民が選択のため

に必要となる各ＡＤＲ機関における運営主体、主宰者候補者に関する情報、取り扱

う紛争の範囲、選択できる解決手続、利用費用、処理期間等に関する情報を各機関

の性格等に鑑みて適切な方法で提供できる環境を整備する。 

 

【具体的施策】 

 

ア 利用者が入手しやすい方法により、各ＡＤＲ機関の組織・手続・主宰者等に関

する情報が提供されるよう、行政型ＡＤＲ機関（国）、裁判所における情報開

示コーナーの設置、ＨＰへの掲載等の必要な措置を講ずる（速やかに実施）。

（内閣府、総務省、公害等調整委員会、法務省、文部科学省、厚生労働省、農

林水産省、国土交通省及び最高裁判所） 

 

イ 行政型ＡＤＲ機関（地方公共団体）、所管民間型ＡＤＲ機関等に対し、アと同

様に、各ＡＤＲ機関が組織・手続・主宰者等に関する情報を適切に提供するた

めに必要な取組を行うよう要請する（速やかに実施）。（内閣府、金融庁、総務

省、公害等調整委員会、法務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国

土交通省） 

 

ウ 連絡会議において、ＡＤＲ機関の組織・手続・主宰者等に関する情報提供の在

り方について、情報提供に関するモデル（ガイドライン）（提供すべき情報の

内容、提供方法等）の策定を含めて検討する。（速やかに検討開始）。 

 

【留意事項】 

各ＡＤＲ機関による情報提供の在り方については、別途、司法制度改革推進本部

事務局（ＡＤＲ検討会）において、法令上のルールを設けることの適否を含め検討

されているところであり、その検討状況も踏まえて施策を実施していく必要がある。 

 

 

(2) 各ＡＤＲ機関による解決結果に関する情報の的確な提供の促進 



１７ 

 

【基本的考え方】 

国民が適切な紛争解決手段を主体的に選択できるようにするためには、①に掲げ

た情報に加え、当事者の予測可能性を確保するためにも、各ＡＤＲ機関における解

決結果に関する情報が提供されることが望ましい。 

このため、各ＡＤＲ機関が、利用者の個人情報や事業者のノウハウ等保護すべき

情報に配慮しつつ、解決結果に関する情報を適切に提供することができる環境を整

備する。 

 

【具体的施策】 

 

○ 連絡会議において、利用者の選択に資する解決結果に関する情報提供のあり方

（提供すべき情報・秘匿すべき情報の内容、利用者の誤解を招かない情報提供

の方法等）について検討する（速やかに検討開始）。 

 

【留意事項】 

各ＡＤＲ機関による情報提供の在り方については、(１)と同様に、別途、司法制

度改革推進本部事務局（ＡＤＲ検討会）において、法令上のルールを設けることの

適否を含め検討されているところであり、その検討状況も踏まえて施策を実施して

いく必要がある。 

 

 

(3) その他 

 

【具体的施策】 

 

ア （１）、（２）の他、利用者の選択に資する情報（各ＡＤＲ機関における担い手

の育成方法（研修体制等）、各ＡＤＲ機関の有する専門性等）が適切に提供さ

れるような環境の整備について、引き続き連絡会議において検討する。 

 

イ ＡＤＲ機関が相談等を通じて得た情報のうち、紛争の再発防止や同種の紛争の

迅速な解決に資するような情報（特に、国民の生命安全にかかわる情報）の取

扱いの在り方について、引き続き連絡会議において検討する。 
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第３ 担い手の確保・育成等 

 

１ 人材の相互交流の促進 

 

【目標】 

ＡＤＲの担い手として高い能力を有する人材がより有効に活用されるよう、人材

の相互交流等を促進する。 

 

【基本的考え方】 

ＡＤＲの担い手として高い能力を有する人材が有効に活用されるようにするた

めには、関連するＡＤＲ機関間でＡＤＲの担い手となり得る人材の相互交流等が図

られることが望ましい。 

 このため、個人情報の保護等に留意しつつ、各行政機関・ＡＤＲ機関等間におい

て、人材の交流・派遣や各機関の保有する人材に関する情報の共有化を促進するた

めの環境を整備する。 

 

【具体的施策】 

 

ア 行政機関・ＡＤＲ機関等の関係者からなる意見交換の場を設置し、行政機関・

ＡＤＲ機関等間での人材の交流・派遣を促進するための協力体制の在り方等に

ついて検討する（平成１５年度早期に意見交換の場を設置）。（司法制度改革推

進本部及び関係府省等） 

 

＜意見交換の場における検討項目（例）＞ 

・ 人材の交流・派遣に関するニーズの把握とこれを促進するための環境整

備（行政機関等の保有する人材に関する情報の提供の仕組み、人材の交

流・派遣に伴う身分関係を巡るルールの整備等） 

・ 担い手が他のＡＤＲ機関において幅広い実務経験や様々な研さんを積む

ことができるような人材の相互交流の可能性 等 

 

イ 各行政機関・ＡＤＲ機関等の保有する人材に関する情報を収集、整理し、デー

タベース化することの適否について、アの検討状況を踏まえ、引き続き連絡会

議において検討する。 

 

【留意事項】 
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ＡＤＲの担い手としてどのような人材の確保・育成が望まれるかという点につい

ては、別途、司法制度改革推進本部事務局（ＡＤＲ検討会）において、ＡＤＲにお

ける専門家の活用のあり方などと関連して検討がされているところであり、その検

討状況も踏まえて施策を実施していく必要がある。 

 

 

２ 担い手の能力向上策の充実 

 

【目標】 

ＡＤＲの担い手の能力向上に行政機関・ＡＤＲ機関等が連携して取り組むことが

できるよう、人材の育成に関する相互の協力体制を整備する。 

 

【基本的考え方】 

ＡＤＲの担い手の能力を向上させるためには、行政機関・ＡＤＲ機関等の連携に

よって、機関の垣根を越えた協力体制を整備し、担い手に対する研修や勉強会の充

実を図る必要がある。 

このため、各機関の実施する研修等に対して行政機関・ＡＤＲ機関等が協力でき

る体制を整備する。 

 

【具体的施策】 

 

 ア ＡＤＲを担う人材の育成の具体的な在り方について検討し、「調停人養成プロ

グラム」を試行的に実行する（平成１５年度中に措置）。（経済産業省） 

 

イ １のアの意見交換の場において、行政機関・ＡＤＲ機関等が実施する研修等の

充実を促進するための協力体制の在り方等について、上記アの取組等を参考と

しつつ検討する。（司法制度改革推進本部及び関係府省等） 

 

＜意見交換の場における検討項目（例）＞ 

・ 各行政機関・ＡＤＲ機関等が実施する研修に対して、他の行政機関・Ａ

ＤＲ機関等が協力できる仕組み（他の機関からの講師派遣、研究会の共

同開催、判例情報の提供等） 

・ 各行政機関・ＡＤＲ機関等の実施する研修等に他のＡＤＲ機関の担い手

が参加できる仕組み（各機関における研修等の実施の態様や具体的なニ

ーズ等の把握を含む） 



２０ 

 

ウ ＡＤＲの担い手に対する研修等を実施する行政機関・行政型ＡＤＲ機関等は、

ＡＤＲ機関からの要請に応じて研修等に関する情報を提供できるよう、担当部

署を明らかにする等必要な措置を講ずる（速やかに実施）。（関係府省等） 

 

エ 各府省は、行政型ＡＤＲ機関（地方公共団体）、所管民間型ＡＤＲ機関等に対

し、研修等に関する情報の適切な提供を可能とするために必要な取組を行うよ

う要請する（速やかに実施）。（内閣府、金融庁、総務省、公害等調整委員会、

法務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省） 

 

オ 各ＡＤＲ機関の担い手に対する統一的な研修を実施することの要否や、大学等

を活用することの適否について、引き続き連絡会議において検討する。 

 

カ ＡＤＲの担い手が能力向上を図ることができる体制の整備（既存のオンライン

等を活用した紛争解決事例等の共有化、ＡＤＲの担い手が適時に専門家等のア

ドバイスを受けることができる体制の整備等）について、引き続き連絡会議に

おいて検討する。 

 

【留意事項】 

ＡＤＲの担い手としてどのような人材の確保・育成が望まれるかという点につい

ては、１と同様に、別途、司法制度改革推進本部事務局（ＡＤＲ検討会）において、

ＡＤＲにおける専門家の活用のあり方などと関連して検討がされているところで

あり、その検討状況も踏まえて施策を実施していく必要がある。 

 


